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償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）申
告
に
つ
い
て

忘
れ
ず
に
申
告
を

　固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
時
点
で
、土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産（
総
称
し
て「
固
定
資
産
」）を

所
有
し
て
い
る
人
が
、そ
の
固
定
資
産
の
価
格
を

も
と
に
算
定
さ
れ
た
税
額
を
、そ
の
固
定
資
産
の

所
在
す
る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　償
却
資
産
と
は
、事
業
で
用
い
る
資
産（
構
築

物
、機
械
、器
具
、備
品
な
ど
）の
こ
と
を
い
い
ま

す
。償
却
資
産
の
所
有
者
は
、資
産
の
所
在
す
る
市

町
村
に
毎
年
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

家
屋
の
屋
根
や
遊
休
地
な
ど

に
設
置
さ
れ
た
事
業
用
の
太
陽

光
発
電
設
備
は
、
固
定
資
産
（
償

却
資
産
）
の
申
告
対
象
と
な
り

ま
す
。

※

全
量
買
取
の
太
陽
光
発
電
設

備
は
す
べ
て
事
業
用
と
み
な
さ

れ
、
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。※

事
業
と
住
宅
の
双
方
に
利
用
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
利
用
割
合

に
関
わ
ら
ず
発
電
設
備
の
す
べ

て
が
申
告
対
象
と
な
り
ま
す
。

太
陽
光
発
電
設
備

　

次
の
要
件
を
備
え
る
も
の

①
事
業
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
土

地
お
よ
び
家
屋
以
外
の
資
産

②
鉱
業
権
、
漁
業
権
、
特
許
権
そ
の
他
の

無
形
減
価
償
却
資
産
で
な
い
こ
と

③
減
価
償
却
額
ま
た
は
減
価
償
却
費
が
、

法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ

る
所
得
の
計
算
上
、
損
金
ま
た
は
必
要
な

経
費
と
し
て
算
入
で
き
る
も
の
（※

耐
用

年
数
一
年
未
満
、
ま
た
は
そ
の
取
得
価
格

が
10
万
円
未
満
で
一
時
に
損
金
に
算
入
す

る
も
の
、
お
よ
び
20
万
円
未
満
で
一
括
し

て
3
年
間
で
償
却
を
行
う
も
の
を
除
く
）

④
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
の
対
象
で
あ

る
車
両
等
で
な
い
こ
と

課
税
対
象

　

償
却
資
産
の
評
価
は
、取
得
価
格

を
基
礎
と
し
て
、取
得
後
の
経
過
年

数
に
応
ず
る
価
値
の
減
少（
減
価
）

を
考
慮
し
て
評
価
し
ま
す
。減
価
償

却
の
方
法
は
定
率
法
で
、算
式
は
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
前
年
中
に
取
得
さ
れ
た
償
却
資

産
の
評
価

  

取
得
価
額×

（
１‐

減
価
率
／
２
）

②
前
年
前
に
取
得
さ
れ
た
償
却
資

産
の
評
価

  
前
年
度
の
評
価
額×

（
１‐

減
価
率
）

※
求
め
た
額
が（
取
得
価
額×

５
／

１
０
０
）よ
り
小
さ
い
場
合
は
、（
取

得
価
額×
５
／
１
０
０
）を
評
価
額

と
し
ま
す
。

償
却
資
産
の
評
価

　

評
価
額
（
特
例
の
あ
る
も
の
は
、
特

例
適
用
後
の
価
格
）
を
課
税
標
準
額
と

し
て
、
次
の
式
に
よ
り
税
額
を
算
定
し

ま
す
。

　

課
税
標
準
額×

税
率（
１
・
４
％
）

※

償
却
資
産
に
つ
い
て
の
課
税
標
準

額
の
合
計
が
１
５
０
万
円
に
満
た
な

い
場
合
に
は
、
償
却
資
産
に
対
す
る
固

定
資
産
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

税
額
の
算
定

　

町
で
把
握
し
て
い
る
事
業
者
に
つ

き
ま
し
て
は
、
12
月
下
旬
に
申
告
書
を

送
付
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
平
成
29

年
中
に
新
規
に
事
業
を
開
始
さ
れ
た

方
は
、
本
年
中
に
取
得
さ
れ
た
償
却

資
産
の
全
て
を
申
告
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
場
合
も
届
け

出
が
な
い
と
、
適
正
な
課
税
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
届
出
を
お
願
い

し
ま
す

　

平
成
29
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
30

年
１
月
１
日
の
期
間
に
、
住
宅
や
車

庫
、
倉
庫
等
の
建
物
を
新
築
・
増

築
、
ま
た
は
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
は

税
務
課
ま
で
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

新
築
・
増
築
家
屋
に
つ
き
ま
し
て

は
、
随
時
家
屋
評
価
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
が
、
ま
だ
家
屋
評
価
が
済
ん

で
い
な
い
建
物
が
あ
り
ま
し
た
ら
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

取
り
壊
し
を
行
っ
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
届
出
を
怠
り
ま
す
と
、
実
際

は
建
物
が
な
い
の
に
課
税
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
未
登
記
の
家
屋
の
売
買
な

ど
で
所
有
権
移
転
を
行
っ
た
場
合
も

必
ず
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
届

出
が
な
い
場
合
に
は
、
前
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
他

主な業種の償却資産の例
農　業

ビニールハウス、加温機、ヒートポン
プ、家畜用設備、サイロ、畦畔コンク
リート、農薬散布用ヘリコプター、器
具、その他農業用機械など
※トラクターやコン

バインなどの小型特

殊自動車に該当す

るものは対象外

飲　食　業
借用店舗の内部造作、カウンター、テー
ブル、椅子、レジスター、
看板、冷凍冷蔵庫、厨房
設備、自動販売機、ネオ
ンサイン、カラオケなど

理・美容業
看板、洗面設備、理・美容椅
子、消毒殺菌器、ドライ
ヤー、赤外
線灯、湯沸
器、ハサミ、
パーマ器、
サインポー
ルなど

不動産貸付業
門扉・塀・緑化施設
等の外構工事、駐
車場舗装、受変電
設備、中央監視制
御装置、外灯など

太陽光発電設備
全量買取

（１０ｋｗ以上のみ）

事業用資産となり
申告対象

事業用資産となり
申告対象

設置者

個人
（住宅用）

個人
（事業用）
法人

余剰売電
（発電出力を問わない）

住宅用設備となり
申告対象外

家
屋
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
を

行
っ
た
場
合

具、その他農業用機械など

ブル、椅子、レジスター、
看板、冷凍冷蔵庫、厨房
設備、自動販売機、ネオ

門扉・塀・緑化施設
等の外構工事、駐
車場舗装、受変電
設備、中央監視制
御装置、外灯など
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土
地
に
つ
い
て
は
、
法
務
局
の
登

記
簿
の
地
目
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
状
況
に
よ
り
課
税

を
行
い
ま
す
の
で
、
登
記
簿
の
地
目

と
現
況
の
地
目
が
違
う
場
合
は
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
出
を
怠
り
ま
す
と
、
実
際

（
現
況
）
は
畑
な
の
に
登
記
簿
の
地

目
が
宅
地
で
あ
る
た
め
宅
地
と
し
て

課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
30

年
１
月
１
日
の
期
間
に
、
住
宅
や
車

庫
、
倉
庫
等
の
建
物
を
新
築
・
増

築
、
ま
た
は
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
は

税
務
課
ま
で
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

新
築
・
増
築
家
屋
に
つ
き
ま
し
て

は
、
随
時
家
屋
評
価
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
が
、
ま
だ
家
屋
評
価
が
済
ん

で
い
な
い
建
物
が
あ
り
ま
し
た
ら
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

取
り
壊
し
を
行
っ
た
家
屋
に
つ
い

て
は
、
届
出
を
怠
り
ま
す
と
、
実
際

は
建
物
が
な
い
の
に
課
税
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
未
登
記
の
家
屋
の
売
買
な

ど
で
所
有
権
移
転
を
行
っ
た
場
合
も

必
ず
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
届

出
が
な
い
場
合
に
は
、
前
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課 

資
産
税
係

　

☎
5
2‐

５
８
５
３（
直
通
）

家
屋
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
を

行
っ
た
場
合

住宅に困っている一定の基準内所得の人たちに、低廉な家賃で供給するために、

町が国の補助を受けて建設した住宅です。

①同居親族（または同居しようとする親族）があること。

②国税・地方税・町税などを滞納していないこと。

③過去１年間の世帯所得が月額１５万８千円以下であること。

※入居者または同居者に、次に掲げる人がいる場合は、世帯所得の基準額が

　月額２１万４千円となります。

・障がい者手帳をお持ちの人（身体１級～４級・精神１級～２級）

・小学校就学前の児童

◎このほか、公営住宅法および氷川町営住宅条例に基づきます。

　詳しくはお問い合わせください。

①町営住宅入居申込書

②世帯全員分の住民票の写し（続柄の記載があるもの）

③所得証明書、または町県民課税事項記載証明書（平成２８年分）

④納税証明書（平成２８年）または未納のない証明

※このほか該当する場合に提出していただく書類もあります。

建設下水道課および宮原振興局総務振興課　

※提出時に聞き取り調査を行いますので申込者本人か家族の人がいらっしゃるよう

　お願いいたします。

１２月１日（金）～平成３０年１月３１日（水）

平成３０年４月１日～９月３０日まで

建設下水道課および宮原振興局総務振興課にあります。

また、氷川町のホームページからダウンロードも可能です。

野津・若葉・桜ケ丘団地補充入居者募集

【お問い合わせ先】　建設下水道課 管理係　☎ （直通）

　この募集は、町営住宅に空きが出た場合に備え、入居予定者をあらかじめ決めるために行う
ものです。今回の募集で審査を行い、補充入居者としての順位を定め、空きが生じた住宅に順
次補充します。また、今回の募集で決定した順位の有効期間は、平成３０年４月１日から９月
３０日までになります。

◆町営住宅とは

◆申 込 資 格

◆必 要 書 類

◆申 込 先

◆申 込 期 間
◆順位有効期間
◆募集要項
　および申込書

５２-５８５６
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　１０月３日（火）、４日（水）に行われた体験学習では、１年生が農業体験、２年生が職場体験、３年生が販売体
験チャレンジショップとして地域の中で人々とふれ合いながら活動することができました。学校運営協議会委員、
氷川会のみな様には大変お世話になりました。今年も実りある活動ができました。

【ワークワークトライやる！】 今年も地域に感謝です！

３年生チャレンジショップ、三神宮大祭、今年も大盛況でした！
　たくさんの地域の方にお世話になっています。本当に有意義な時間を有り難うございます。これからもよろしく
お願いします。

1年生農業体験1年生農業体験1年生農業体験1年生農業体験1年生農業体験

2年生職場体験2年生職場体験2年生職場体験2年生職場体験2年生職場体験







だよりけ ん こ う

●いつまでもあなたの「普通」を守るために！●

お問い合わせ先：健康センター　☎52-7154　　kenhuku@town.kumamoto-hikawa.lg.jp　　保健師

40～74歳の国保の方は、1月31日まで、 お近くの医療機関で受診ができます。
今年度まだ健診がお済みでない方は、健康センター保健師までご連絡ください。

　私たち、保健師管理栄養士が日々お会いする中で、いろんな疑問やお尋ねをお伺いすることがあります。
住民の方の声から教えていただいたことをご紹介します。

この1杯では足りていないことがわかりました

青汁の成分表示を調べてみました。
●食物繊維に着目すると、1日の必要量は
男性：20g　女性：18g　なので、

ちなみに、食物繊維の量は、リンゴ1/4個＝1.1g  みかんM玉1個=0.7g  
えのき（50g）=2.0g　ほうれん草5～6株=2.8g でした。
補助的に取っていただくのはよいようですが、
お野菜の代わりとまではいかないようでした。

医療（医師）と
予防（保健師・管理栄養士）で
連携してあなたの普通を支援します

男性：20g
女性：18g

1杯分
1.01g

自分で自分のデータから体の状態を
理解できるようになるのがゴールです

特定健診が

野菜は嫌いだから、青汁飲んでるよ。だから健康！
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参考文献：糖尿病治療ガイド2016～2017、新潟大学予防医学分野、宮崎県歯科医師会

氷川町の相談窓口

熊本県の相談窓口

☎52-7154（健康センター直通）
メールアドレス：
kenhuku@hikawa.kumamoto.jp

◆メンタルヘルス相談日
内　　容：臨床心理士によるカウンセリング
日　　時：12月27日（水）14時～17時
場　　所：健康センター相談室
相談担当：臨床心理士　井田博子

■精神的葛藤と苦悩に関する相談
　熊本いのちの電話　24時間 年中無休
　☎０９６－３５３－４３４３

◆心療内科医師相談
内　容：

相談日：希望に合わせて医師と調整します
時　間：13時30分～15時
場　所：健康センターまたは訪問
相談担当：荒木幹太 医師
（荒木医院／熊本労災病院心療内科医師）

こころの健康コーナー

※電話またはメールで健康福祉課保健師へ
予約をお願いします。

受診したいがなかなか受診でき
ない方のために心療内科医が相
談を受けます

 第55号

認知症に関する相談会
日　時：毎月第1木曜日（13時30分～）
場　所：宮原福祉センター
相談員：精神保健福祉士・介護支援専門員
※相談会以外にも、地域包括支援センターでは随時
相談をお受けします。（日曜を除く 8：30～17：00）

問い合わせ先
地域包括支援センター（宮原福祉センター内） ☎62-3456
健康福祉課保健予防係（健康センター）　　　 ☎52-7154

「認知症サポーターキャラバン」とは
認知症キャラバンメイトは「認知症サポーター」を養成し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。

引用：認知症サポーター育成ステップアップ講座用テキスト（全国キャラバンメイト連絡協議会）

引用：自殺予防総合対策センター「みんなのメンタルヘルス」

氷川町認知症キャラバンメイトだより

本人に限らずご家族・知人などの方も
相談できます。※相談は無料です　

アルコール依存症の治療法

　アルコール依存症の場合、治療は外来でも可能ですがわが国では
治療の主体は入院治療です。入院治療は次の３段階に分けられます。

１）解毒治療：
身体とこころに起きている合併症の治療と、離脱症状の治療。

２）リハビリ治療：
個人精神療法や集団精神療法で、本人に飲酒問題の現実を認識
して断酒の決断へと導く。退院後のリハビリ治療を視野に入れ
て自助グループへの参加なども始める。本人や家族に十分な説
明をしたうえで抗酒薬の投与も開始する。

３）退院後のアフターケア：
ａ）病院・クリニックへの通院、b）抗酒薬の服用、c）自助
グループ断酒会への参加、という「アフターケアの三本柱」を
継続する。

１）の解毒治療は一般病院で行うことも十分可能ですが、２）リハ
ビリ治療と３）退院後のアフターケアはアルコール依存症の治療の
ノウハウをもつ専門施設にゆだねるのがよいでしょう。
家族のための自助グループや家族会があり、家族の相談に応てくれ
ます。

治療の内容

氷川町役場健康福祉課 保健師　☎52-7154 （健康センター）

見当識障害は記憶障害と並んで早くから現れます。見当識障害

⇒長時間待ったり、予定に合わせて準備
することができなくなります。

何回も時間を聞いたりします

⇒進行すると、日付や季節、年次の感覚
も薄れてきます。

季節感のない服を着たり、自分の年が
わからなくなったりします。

見当識障害は、時間や季節感の感覚が薄れることから現れます。時　間
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【お問い合わせ先】  八火図書館　☎62-3489　  http://www.hikawa-lib.jp/info/hakka/

八

火

図

書

館

り
よ
だ

一般書 児童書
三世代探偵団

赤川　次郎／著

ミステリークロック
貴志　祐介／著

アナログ
ビートたけし／著

花になるらん
玉岡　かおる／著

世界一美味しい煮卵の作り方
はらぺこグリズリー／著

妖怪めぐり日本一周
妖怪探検隊／編

未来をはこぶオーケストラ
岩井　光子／作

文房具のひみつ箱
スタジオ２４８／編

だまし絵ようちえん
竹内　龍人／監修

生き物たちの冬ごし図鑑　昆虫
星　輝行／作

　

師
走
に
入
り
、
平
成
29
年
も
残

す
と
こ
ろ
僅
か
一
ヶ
月
と
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
年
間
を

読
書
で
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん

か
？

　

今
年
も
多
く
の
話
題
作
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
八
火
図
書
館
で
は
文

学
賞
を
受
賞
し
た
作
品
を
は
じ

め
、
た
く
さ
ん
の
本
を
そ
ろ
え
て

お
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
、
も
う
読
ま
れ
ま

し
た
か
？

※

ク
リ
ス
マ
ス
や
お
正
月
に
役

立
つ
料
理
本
も
と
り
そ
ろ
え

て
お
り
ま
す
。

開館時間
　平　　日
　10時～18時
 （木曜日 10時～20時）
　土・日曜
　10時～17時

休館日
　月曜・祝日
　※詳しくはスタッフに
　　お尋ねください。

北
川
の
カ
ン
ノ
キ
さ
ん

（
町
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
）

　

北
川
地
区
の
公
民
館
か
ら
１

５
０
ｍ
ほ
ど
山
手
に
上
っ
た
竹

や
ぶ
の
中
に
、
小
さ
な
広
場
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
ワ
ラ
と

竹
を
材
料
と
し
た
祠
が
鎮
座
し

て
い
ま
す
。
直
径
約
２
・
４

ｍ
、
高
さ
約
１
・
７
ｍ
の
円
錐

形
で
、
入
口
が
な
い
た
め
通
常

は
中
の
様
子
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
毎
年
12
月
15
日
に
新
し
い

祠
に
作
り
替
え
ら
れ
ま
す
。
祀

ら
れ
て
い
る
の
は

女
性
の
火
の
神
さ

ま
で
、
鏡
が
二
面

立
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
カ
ン
ノ
キ
さ

ん
の
い
わ
れ
は
よ

く
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
の
昔
こ

の
地
区
に
火
事
が

あ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
お
祀
り
す
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
で
、
そ
れ
か

ら
は
火
事
が
な
い
そ
う
で
す
。

　

火
を
祀
る
行
事
は
特
に
珍
し

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

現
在
は
ほ
と
ん
ど
コ
ン
ク
リ
ー

ト
等
作
り
変
え
る
必
要
の
な
い

祠
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
ん
な
中
で
、
カ
ン
ノ
キ

さ
ん
は
昔
な
が
ら
の
素
朴
な
伝

統
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

文化財つれづれ
氷川町内の文化財を紹介するコーナーです。

【お問い合わせ先】 氷川町教育委員会生涯学習課　　☎５２-５８６０（直通）

今
年
の
主
な
文
学
賞
受
賞
作

●
本
屋
大
賞　

大
賞

『
蜜
蜂
と
遠
雷
』

恩
田

　陸

●
本
屋
大
賞　

２
位

『
み
か
づ
き
』

　

森

　絵
都

●
芥
川
賞

『
影
裏
』

　
　

沼
田

　真
佑

●
直
木
賞

『
月
の
満
ち
欠
け
』

佐
藤

　正
午
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